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H24.4.5 市公連理事会説明資料

自治公民館建設費補助金制度の改正について

補助対象事業 ンγ州事業費の制限 ’ 補助率 補助限度額（円）

①公民館の新築 1件200万円以上が対象 30% 5,000,000円

②公民館の改築 1件200万円以上が対象 30% 5,000,000円

③公民館の買収 1件200万円以上が対象 30% 5,000,000円

④公民館の増築 1件 50万円以上が対象 30% 1, 500, 000円

⑤公民館の改修 1件 50万円以上が対象 30% 1,000,000円

⑥公民館の緊急用放送設備の設置 1件 20万円以上が対象 30% 500,000円

＜従来の補助内容＞

新築

工事代金の 30%（上限 500万円）を補助

1 
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＜変更後＞

概数の公民館が共同で 1つの公民館を新築する場合も、それぞれに補助金を支出する｜

～2つの公民館で 1つの公民館を新築する場合～

A公民館が支払う工事代金の 30%（上限500万円） ｜ ただし、 2つの合計の

B公民館が支払う工事代金の 30%（上限 500万円） ｜ 上限は 800万円

ベJそ2当， ～3つの公民館で 1つの公民館を新築する場合～

’ギ

A公民館が支払う工事代金の 30%（上限500万円）

B公民館が支払う工事代金の 30%（上限500万円）

C公民館が支払う工事代金の 30%（上限 500万円）

ただし 3つの合計の

以降、共同する公民館が 1つ増えるごとに、合計上限は 250万円ずつ増額とする。

（例） 4公民館で新築する場合・・・1,050万円＋ 250万円＝ 1,300万円

5公民館で新築する場合・・・1,300万円＋ 250万円＝ 1,550万円

2 
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自治公民館建設議助金改正内容

例1) A公民館が、 3,000万円で公民館を新築する場合

令々
γ← A公民館（3000胴 公民館負担額｜市補助金

A 2,500万 500万

計

3,000万

A 3,000万×30%= 900万三宅 Q.QQ互

例2) A公民館が、 2,000万円、 B公民館が1,000万円で公民館を新築する場合

唱；に A公民館（2,000万円）

l~I回｜ヘL.D..Jニニl B公民館（1,000万円）

公民館負担額 市補助金 計

A 1,500万 500万 2,000万

B 700万 300万 1,000万

富十 」／／／ 800万 3,000万

A 2,000万×30%= 600万与 QQQ互

B 1,000万×30%=~互

例3) A公民館が、 1,600万円、 B公民館が1,400万円で公民館を新築する場合

凋園勺／A公民館（1,600万円）

i~恒｜人U』二二」 公民館（1,400万円）

公民館負担額 市補助金 計

A 1173.4万 426.6万 1,600万

B 1026.7万 373.3万 1,400万

計

----------
799.9万 3,000万

合計が800万超えたので按分する

A 1,600万×30%= 480万 l 4,266,666円
ト900万己今

B 1,400万×30%=420万 J 3,733,333円
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前回の2月の理事会で、建設補助金の改正案について穴井課長から説明をさせてもらった。

その後、正式に決まったので、改正した点について説明をさせていただく。

まず、 1ページの表を。

現在の補助内容はこの表のとおり。

新築の場合は、工事費が 200万円以上のものが対象で、工事費の 30%の補助金。ただし、

上限は 500万。

今回、改正した部分は、この新築の部分。

下の図にあるように、これまでは、 1つの公民館に対して、 lつの補助金、という考え方

だった。

しかし、 2ページのように

複数の公民館で一緒に 1つの公民館を新築する時も、それぞれに補助金を支出する、とい

うのが、今回の改正内容。

例えば、上の図

AとBが一緒に建てる場合、それぞれの 30%を補助する。

ただし、 1館あたりの上限は、今までどおり、 500万まで。 2つの合計は 800万まで。

具体的な例は、あとで説明する。

次に下の図

3つの公民館で、 1つの公民館を新築する場合は、 3つあわせて 1,050万まで補助する。

では、具体的に。

例 1

例2

例3



※11月3日（木）文化の日で祭目、
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